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１  本計画の趣旨  

 

│⁸ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐│ JR ⁸ ⁸

293 ─ ╩ ⅎ≡™╕∆⁹╕√⁸ ⅛╠─ │⁸

120km≤ ⇔≡⅔╡⁸ ╩ ∆╣┌ 30 ≢⁸ ╩

∆╣┌ ≢ ∆╢↓≤⅜≢⅝╕∆⁹  

↓─╟℮⌐ ≢╙ ╕╣√ ⁸ ╩ ⌐⁸↓╣╕≢

│ ה ≤╙⌐ ⇔≡⅝√≤↓╤≢∆⁹  

│⁸ 43 100 ─ ⌐╟╢

╩ ⇔≡™⌂™↓≤⅛╠⁸ ─☻ⱪ꜡כꜟ ⁸ ⌂ ─ ⁸

─ ⌐ ↑√ ┘ ⅜№╡╕⇔√⁹↓╣╠─ ┘

─ №╢ ╩ ∆√╘⁸ 19 ⌐ 19 ⅛╠ 28 

╕≢─ 10 ⅜ ≢№╢ ↕ↄ╠ ╩⁸ 24

⌐ 24 ⅛╠ 28 ╕≢─ ⅜ ≢№╢↕ↄ╠

╩ ⇔⁸↕ↄ╠ ⌐⅔↑╢ ─

─ ⌐ ↑⁸ ─ ┘ ╩ ⇔≡⅝╕⇔√⁹  

  ⇔⅛⇔⁸ ⁸ ╩ ≤∆╢ ⅜ ≢ ⇔⁸ ⌂

⌐⌂∫≡™╢≤≤╙⌐⁸ 20 ⌐ ⇔√

ⱴfi◦ꜛ♇◒₉≤™℮⁹כꜞ₈ ⅛╠ ⅜ ⌐ ⇔⅝╣≡™⌂™

⅛╠⁸ ─ ⅜ ⇔≡™╕∆⁹╕√⁸ ⁸ ≢ ⁸

─ ⌂ ─ ⅜ ⅝⁸ ≢─ ╙ ↕╣╢↓≤⅛╠⁸∕╣

⌐ ™⁸ ┘ ⌐≈™≡╙ ─ ⅜ ⇔≡™╢≤↓╤≢∆⁹  

↓╣╠─ ⌐ ∆╢ ⅜№╢↓≤ ┘ 28 ╩╙∫≡↕ↄ╠

─ ⅜ ∆╢↓≤⅛╠⁸ 29 ⅛╠ 33

╕≢─ ╩ ≤⇔≡ ╩ ⇔⁸ ⌐⅔™≡ ↔≤

─ ─ ╩ ⌐∆╢≤≤╙⌐⁸ ─ ─ ⌂

╩ ∆╙─≢∆⁹  
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２  土地利用調整の基本方向  

 

┘ ⌐⅔↑╢ ─√╘─ ╠╣√ ⌂ ≢№╢ ⌐

⅔↑╢ ╩™℮⁹ ∂⁹ ⌐≈™≡⁸ ≢ №╢ ╩ ∫≡

™ↄ√╘⁸ ─ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ─≤⅔╡ ╘╕∆⁹  

 

 ( １ )  人口減少の抑制のための開発の誘導  

  ▪  ┼─ ─   

    ⁸ √⌂ ⁸ ─ │⁸ ─ ™

─ ⌐╟╡ ╘╢ ╩™℮⁹

∂⁹ ╩ ↑⁸ ─ ⌂ ≢ ╦╣╢ ⅜ ↄ⁸

─ ┘ ⌂ ╩ ∆╢ ⌐⌂∫≡™╕∆⁹╕√⁸

─ ⌐ ≢│⁸ ─ ⁸ ─ ─ ⌐

╟╡ ─ ⅜ ╗≤≤╙⌐⁸ ─ ┘ ⅛╠ ⅝

─ ⁸ כ♃♇ꜗ◦─ ╡ ⅜ ╖⁸ ™≡│

─ ⅜ ⇔≡™╕∆⁹ 

    ↓╣╠─ ╩ ∆═ↄ⁸ ⁸ ┘ ─ ⌐≈™≡│⁸

⌐ ┼ ∆╢↓≤⌐⇔╕∆⁹  

    ∕─√╘─ ─ ⌐ ⇔⁸Ɫכ♪ ⌐ ╠∏♁ⱨ♩ ⌐≈

™≡╙ ╩ ∆╢↓≤≢⁸ ─ ─ ≢№╢ ─

╩ ⇔⁸ ⁸ ⌐⅔™≡╙ ⅜ ↕╣≡™╢ ─

╩ ╡╕∆⁹ 

  ▬  ─ ┼─ ─   

ה     ┘ ─ ⌐≈™≡│⁸↓╣╕≢ ─

⅜ ⅛∫√↓≤╙№╡⁸ ⁸ ≢ ⅜ ⅜∫≡™╕∆⁹↓

─╟℮⌂ ─ │⁸ ╕≢ ─ ⅜ ⇔ ↑≡⅝√ ⅝⌂

≢№╢≤ ⅎ╠╣╕∆⁹  

↓─╟℮⌂ ─ ─ │⁸ ╒≥─ ™│⌂™╙──⁸∕╣

≢╙ ╙ ⇔≡ ⇔≡™╢↓≤⅛╠⁸ ┼─ ╩ ⌐⇔

≈≈⁸ ─ ┼─ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ≤ ⁸ ה

⅝ ⅜ ⇔≡™╢↓≤⅛╠⁸ ≢ ∆╢ ⌐ ╩ ╦
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∑⁸ ─√╘─ ╩ ⇔╕∆⁹  

    ╕√⁸∕╣ ─ ≤⇔≡│ⱨ▫○כ꜠ ה ﬞ ⅜ →╠╣

╕∆⁹↓─ ⌐≈™≡│⁸ ⌐╟╢ ⌂ ─ ⅜ ↕╣

√ ⌂ ⅜ ↕╣≡™╢ ≢∆⁹ │⁸ ⇔≡™╕∆

⅜⁸ ─ │⁸ ╙ ⇔≡ ↕╣≡™ↄ↓≤⅛╠⁸ ⌂╢

─ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ╢↓≤≤⇔╕∆⁹  

  ►  ⌐╟╢ ─   

    27 ⌐ ⇔√↕ↄ╠ ≥↔⇔ה≥└ה∟╕ ⌐⅔™

≡⁸ ─└≤≈⌐₈ ╩ ↕∑⁸ ⇔√⇔↔≤╩ ∆

╢₉╩ →≡™╕∆⁹ │⁸↓─ ─ ⌐ ⅝ↄ ∆╢

≢№╢≤™ⅎ╕∆⁹  

    ⌐ ⅜№╢ ⌐≈™≡│⁸ ┼─ ⌐ ⇔

─◒♇ꜛ◦ⱴfiכꜞ√ ⌐╟╡⁸∕─ ⅜ ╟╡ ↕╣

≡™╕⇔√⅜⁸ ≢│ ─ ⌐№╢↓≤⅛╠⁸ ⁸

⅜ ⌐ ∆╢↓≤⅜ ↕╣╕∆⁹ ≢⁸ ─ ⌐≈™

≡│⁸ ⅛⌂ ⅜ ╢∞↑≢⁸ √⌂ ─ ↑ ╣│ ⇔™

≢∆⁹ 

    ∕─√╘⁸ √⌂ ─ ─√╘─ ╩№╠⅛∂╘ ⅎ⁸ ─

ה ⌐ ⅜ ┌⌂™╟℮⁸ ↕╣√ ─ ╩ ╡╕∆⁹⌂

⅔⁸↓─ ⌐⅔™≡╙⁸ ∆╢ ─ ╩ ⇔≈≈⁸

┼─ ╩ ⇔╕∆⁹  

  ◄  √⌂ ─ ↑ ─   

    ─ JR ה 353 ה 220 ה

─ ⌐ ╕╣√ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⅜ ™↓≤⁸ ─

┘ ─ ─ ─ ⌐ ™↓≤ ─ ⅛

╠⁸ ⁸ ─ ─ ⅜ ↕╣╢ ⅜№╡╕∆⁹ 

    ╕√⁸ ─ ─ ─ ─

─ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⅜ ™↓≤⁸ ⌐ ™↓≤⁸

≢⌂™↓≤ ─ ⅛╠⁸╛│╡ ─ ↑ ≤⇔≡

⌂ ⅜ ™ ≢∆⁹  

    ⁸↓╣╠─ ⌐≈™≡│⁸╒≤╪≥ ⅜↕╣≡™⌂™ ≢∆⁹
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┼─ ─ ╩ ╡≈≈⁸ ⌐ ∂≡⁸ ─

╩ ⇔≡™ↄ↓≤⌐⇔╕∆⁹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喜連川地区の街並み  
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 ( ２ )  優良農地の保全等による農業の振興  

   ↕ↄ╠ ₈ ₉≤™℮⁹ ≢╙

╣≡™╕∆⅜⁸ │⁸ ╙∕─ ─ ⅜ ≤⇔≡ ↕╣≡

⅔╡⁸ 17 ─ ⅛╠ ╩ ≤⇔≡ ⇔≡⅝╕⇔

√⁹  

╕√⁸ ⌐│ ₁─ ─ ╩ ∂↕∑╢ ≤⇔≡─ ╙№╡

╕∆⁹ ─ │⁸↓─ ≢╙ ╣≡⅔╡⁸ ⌂ ≤⇔≡

⅛╠ ↕╣≡™╢ ╙№╡╕∆⁹  

   ─ ─ ⌐ ™⁸ ⌐⅔™≡╙⁸ ─ ─

⅜ ∆╢ ≢ ─ ╣⌐╟╢ ⅜ ∆╢≤≤╙

⌐⁸↓╣╕≢ ⇔≡™√ ─ ⁸ ⌐⅔↑╢

─ ⌐ ℮ ─ ╕╡╩ ↑⁸ ╩ ┘ ≤

⇔≡ ∆╢ ⅜ ↄ⁸∕─ │⁸ 16 ⅛╠ 26 ╕≢─ ⌐

313ha⅜ ⇔╕⇔√⁹  

⁸ ─ ⌐╟╢ ⁸ ⌐╟╢ ─

⅜ ⇔≡™╕∆⁹ │⁸ ⇔√≤⅔╡⁸ ─ ≢№╢ ─

≢∆⁹ ⁸ │⁸ ⇔√≤⅔╡⁸ ─ ╩ ╢≤™

℮ ⇔™◖fi☿ⱪ♩─╙≤⁸ √⌂ ╩ ∆╢≤™℮ ⅜ ⇔╕

∆⁹⇔⅛⇔⁸∕─ ⌐⅔™≡╙⁸ ─ ─ ⌂╢ ╩ ⌐ ⅝⁸

⌂ ─ ┘ ⌐╟╢ ─ ™ ─ ╩

╡⁸ ™ ─ ⁸ ╩ ╘⁸ ─ ⌂ ─ ╩ ∆

═⅝≤ ⅎ╕∆⁹  
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 ( ３ )  希少性の高い自然環境の維持及び保全  

   │⁸ ≤⇔≡│⁸ ╩⁸ ≤⇔≡│⁸ ⁸ ─

─ ╩⁸ ≤⇔≡│⁸ ─√╘ ╩ ⇔≡⅔╡⁸ ⅜

⌐ ≢∆⁹ ⌐⁸ ─ ─ ┘ ─√╘ ⌐≈™≡

│⁸◦ꜟⱦ▪◦☺Ⱶ⁸▪◌●ⱠⱠ◒▬Ɫⱶ◦ ─ ⌂ ⅜ ⇔≡™

╢↓≤⅛╠⁸ ⅛╠ ⌂ ≤⇔≡ ↕╣≡™╕∆⁹  

   ↓╣╠─ │⁸ ─ ⅛╠ ⅜ ™↓≤│╙∟╤╪⁸

⁸ ┘ ─ ≤⇔≡─ ┘∕─ ─№╡ ∕─╙─

⅜ ₁⌐ ™⁸ ╠⅞ ╩ ∆╢ ⌂ ≤⇔≡─ ⅛╠╙

⅜ ™↓≤╩ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹  

   ⁸ √⌂ ╩ ∆╢ ⌐⅔™≡╙⁸↓╣╠ ─ ™

─ ┘ ⌐ ⅜⌂™╟℮⁸ ╩ ∆╢ ⅜№╡╕∆⁹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鬼怒川の鮎釣り  
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３  土地利用誘導区域の設定  

 

 ( １ )  誘導区域の設定  

   ≢ ╘√ ╩ ╕ⅎ≈≈⁸ ─ ⅛↕⁸ ─

⌐ ∆╢ ⁸ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐ ─ ≤

⇔≡₈ ₉₈ ₉₈ ₉₈ ₉╩ ⇔╕∆⁹  

─ ─ ⁸ ⅎ ⌐≈™≡│⁸ ─≤⅔╡⌐

╘╕∆⁹ 

   ⌂⅔⁸ ⌐≈™≡│⁸∕─ ╩ ⇔⁸ ─ ⅛╠ ⇔

╕∆⁹ 

表１  

誘導区域名 土地利用の方向性、考え方等  

保全区域 

原則、開発を認めない区域。  

農地及び自然環境の保全のため、現状の土地利用を維持して

いく。 

調和区域 

現状の地域環境を維持する区域。  

開発は、地域社会と調和するものについては、認めるが、現

状の土地利用、周辺の環境等に調和しないものについては、原

則、他の区域に誘導するものとする。  

開発区域 

混在化を防止し、計画的な開発を促進する区域。  

用途地域に準じる地域に対し、目的に合致した土地利用の推

進を図る。 

保留区域 

将来的な開発地域として当面の開発の対象から外し、保留す

る区域。 

短期的には開発を保留し、現状の土地利用を維持するが、市

の発展に大きく貢献するだろう開発計画が具体化した場合は、

開発区域に移行するものとする。  

その他 
上記の誘導区域に含め難く、また、土地利用の方向性が既に

確定している区域。  
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 ( ２ )  ゾーンの設定  

( )⌐╟╡ ⇔√ ⌐≈™≡⁸ ─ ─ ╩ ⌐

╘╢√╘⁸∕╣∙╣ ╩fiכ♂⌐╡⅔≥─ ⇔╕∆⁹  

表２  

誘導区域名 ゾーン名 

保全区域 

農業生産ゾーン  

森林保全ゾーン  

自然環境保全ゾーン  

調和区域 田園定住ゾーン  

開発区域 

住宅誘導ゾーン  

工業誘導ゾーン  

沿道商業誘導ゾーン  

保留区域 開発検討ゾーン  

その他 
公園  

その他 

 

─fiכ♂    ─ ⅎ ┘ ─ ⌐≈™≡⁸ ─≤⅔╡

╩fiכ♂─╠╣↓⁸⌐╙≥≥╢∆ ⌐ ⌐ ⇔√₈↕ↄ╠

╩fi◓₉♬כ♂ ─≤⅔╡ ⇔╕∆⁹  

  ▪ fiכ♂    

   (▪) fiכ♂  ─ ⅎ  

     ≢ ╘√ ─℮∟⁸ ⌐ ⅜ ⇔╕∆⁹ 

─ ™ ─ ╩ ∆√╘⁸╒ ╩ ⇔√ ⁸

─╕≤╕╡─№╢ ╩ ⇔≡ ⇔╕∆⁹  

   (▬)  ─  

     ─ ⌂ ─ ─ ⌐ ╢ ─

⌐≈™≡│⁸ ⌂ ⅜⌂™ ─ ⌐ ╡ ╘╕∆⅜⁸∕

╣ ─ ⌐≈™≡│⁸ ⁸ ╘⌂™↓≤≤⇔╕∆⁹  

  ▬ fiכ♂    

   (▪) fiכ♂  ─ ⅎ  
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     ≢ ╘√ ─℮∟⁸ ⌐ ⅜ ⇔╕∆⁹  

⌂ ≢№╢≤≤╙⌐⁸ ─ ⁸ ⁸ ─ ⅛

╠╙ ≢№╢ ╩ ⇔╕∆⁹ 

   (▬)  ─  

     ─ ⌂ ─ ⌐≈™≡│⁸ ╘╕∆⅜⁸∕╣

─ ⌐≈™≡│⁸ ⁸ ╘⌂™↓≤≤⇔╕∆⁹  

╕√⁸ ─ ⌐ ⇔√ ⌂ ┘ ╩ ╢╟℮⌐⇔╕

∆⁹  

  ► fiכ♂    

   (▪) fiכ♂  ─ ⅎ  

     ≢ ╘√ ─℮∟⁸ ⌐ ה ה ⅜ ⇔

╕∆⁹ 

⌐ ∆╢ ⌂ ─ ┘ ⅜ ⌐ ∂╢ ─

─√╘⁸ ⁸ ─ ╩ ⇔╕∆⁹  

   (▬)  ─  

     ⌂ ╩ ∆╢↓≤ ┘ ⌐ ™ ╩ ╓↕⌂™↓≤╩

⌐ ⇔⁸ ─ ─ ╩ ╡╕∆⁹ 

⌐fiכ♂─↓fi∞↑≢⌂ↄ⁸כ♂─↓⁸√╕ ∆╢ ⌐⅔↑╢

╢↑⅔⌐fiכ♂─↓⁸╙≡™≈⌐ ⌐ ™ ╩ ╓∆↓≤⅜

⌂™╟℮⁸ ╩ ╡╕∆⁹  

  ◄ fiכ♂    

   (▪) fiכ♂  ─ ⅎ  

     ≢ ╘√ ─℮∟⁸ ⌐ ─ ⅜ ⇔╕

∆⁹  

⌂◖Ⱶꜙ♬♥▫כ ⁸ ─ ≈ ⁸ ╩ ∆ ╩

⌐ ∆╢√╘⁸ ╩ ≤∆╢ ⅜ ↕╣√ ─

╩ ⇔╕∆⁹ 

   (▬)  ─  

     ⁸ ─ ╣⌐╟╢ ⌐╟╡ ∆╢

─ ⌐ ╘╩⅛↑⁸ ⅜ ∆╢ ⅛⌂ ⁸

─ ╩ ╢√╘⁸ ⌐☼כ♬─ ⇔√ ┘ ─
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╩ ╘≈≈⁸ ∆╢ ⌐fiכ♂ ↕╣╢ ─ ≤─

⌐ ⇔√ ─ ┘ ╩ ╡╕∆⁹ 

  ○ fiכ♂    

   (▪) fiכ♂  ─ ⅎ  

     ≢ ╘√ ─℮∟⁸ ⌐ ─ ⅜ ⇔╕∆⁹ 

     ⌐≈™≡│⁸ ┼─ ╩ ⇔√ ≢⁸ ≤⇔≡⁸

⁸ ⁸ ─ ⌐ ⇔╕∆⁹  

   (▬)  ─  

     ─ │⁸ ─ ╩ ╢√╘─ ≤⇔≡⁸ ╙

≢№╢≤ ⅎ╕∆⁹ ╟╡ ⇔√≤│™ⅎ⁸ ⌐╟╢ ⌂

│⁸ ⁸ ≢│╕∞ ⇔≡ ⇔≡™╢↓≤⅛╠⁸

⌂ ─ ╩ ⇔≈≈⁸ ─ ┘ ╩ ╡╕∆⁹ 

  ◌ fiכ♂    

   (▪) fiכ♂  ─ ⅎ  

     ≢ ╘√ ─℮∟⁸ ⌐ ⅜ ⇔╕∆⁹  

⌐ ⅜ ⇔≡™╢ ┘∕─ ⌐≈™≡⁸ ⌐ ∂

≡ ─ ╩ ⇔╕∆⁹  

   (▬)  ─  

     ─ ⌐≈™≡⁸ ─ ⌐ ╩ ∆≤≤╙

⌐⁸ ⌐ ⅜ ⇔≡™╢ ─ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ∂⁸ √

⌂ ─ ─√╘─ ─ ⁸ ─

╩ ╘≡ ⇔≡™ↄ↓≤≤⇔⁸ ⌂ ─ ⌐╟╡☻ⱪ꜡כ

ꜟ ∆╢↓≤⅜⌂™╟℮⁸ ┘ ╩ ╡╕∆⁹ 

  ◐ fiכ♂    

   (▪) fiכ♂  ─ ⅎ  

     ≢ ╘√ ─℮∟⁸ ⌐∕─ ─ ⅜ ⇔╕

∆⁹  

     ─ ⌐≈™≡│⁸ ┼─ ╩ ⇔√ ≢⁸ ≤

⇔≡⁸ ⅜ ™ ⁸ 293 ─ ─ ⌐ ⇔

╕∆⁹ 

   (▬)  ─  
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     ─╙─╙ ╘⁸ ⅜ ™⌐☻ⱪ꜡כꜟ ≢ ↕

╣╢↓≤⅜⌂™╟℮⁸ №╢ ─ ┘ ╩ ╡╕∆⁹  

 ◒ fiכ♂    

   (▪) fiכ♂  ─ ⅎ  

─ ⁸ ─ ─ ╩ ╖⁸ ⌂ ─ ⅜

™ ⅜ ⇔╕∆⁹  

↓╣╠─ ⌐≈™≡│⁸ │⁸ ⌐ ╢ ⅜ ↕╣≡™

⌂™√╘⁸ ⌐╟╢ ⌂ ⁸ ─ ⅜ ⇔⁸

⌐ ⁸ ─ ⌐ ─ ⅜⅛⅛∫≡⇔╕℮↓≤

⅜ ↕╣╕∆⁹  

∕─╟℮⌂ ╩ ↑╢√╘⁸ ─ ≤⇔≡ ⌐│ ╩

⇔≈≈⁸ ─ ─ ⌐ ╢ ╩ ⇔≡™ↄ↓≤≤⇔╕

∆⁹  

   (▬)  ─  

     ─ ─ ⌐ ╢ ╩ ∆╢╕≢│ ╩ ⇔⁸

⅜ ⇔≡⅝√ ≢ ┘ ╩ ╡╕∆⁹ 

  ◔    

   (▪) fiכ♂  ─ ⅎ  

⁸ ⌂ ╩ ∆╢ ⅜ ⇔╕∆⁹  

↓╣╠─ │⁸ ⅜ ⇔√ │⁸ ⁸Ⱬꜞⱳכ♩

≤⇔≡ ↕╣╕∆⁹  

   (▬)  ─  

     ─ ╩ ⇔⁸ ⇔╕∆⁹  

  ◖  ∕─   

   (▪) fiכ♂  ─ ⅎ  

◗ꜟⱨ ⁸ ⁸ ⌂ ╩ ∆╢ ≢№╡⁸⅛≈⁸∕

─ ─ ⁸ ⅜fiכ♂─ ⇔ ™ ⅜ ⇔╕∆⁹  

   (▬)  ─  

     ─ ╩ ⇔⁸ ⇔╕∆⁹  
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表３  

さくら市土地利用誘導区域ゾーニング  

 

色によるゾーニングの定義  

用途地域  工業誘導ゾーン   

農業生産ゾーン   沿道商業誘導ゾーン   

森林保全ゾーン   開発検討ゾーン   

自然環境保全ゾーン   公園   

田園定住ゾーン   その他  

住宅誘導ゾーン     
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 ( ３ )  ゾーンの開発基準  

( )⌐╟╡ ⇔√ fi⌐≈™≡⁸כ♂ ⌐ ⁸ ⅜ ⌂

╩ ⇔╕∆⁹  

─ ⌐≈™≡│⁸ ─≤⅔╡⌐ ⇔⁸ ⌐ ⌐fiכ♂ ∆╢

⁸ ─ ⌐≈™≡│⁸ ─≤⅔╡⌐ ⇔╕∆⁹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春の鍛冶ヶ澤地区  
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表４  

施設の区分 定義  

住宅  

専用住宅 居住の用に供する建築物で農家住宅でないもの  

農家住宅 
都市計画法第 29 条第１項第２号に規定する農業

又は林業を営む者の居住の用に供する建築物  

共同住宅 アパート、マンション、寮等  

店舗兼用住宅 
建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第

130 条の３に規定する兼用住宅  

農業  

施設  

生産施設 
育苗施設、園芸栽培施設（温室等）、病害虫防除施

設等  

飼養関係施設 畜舎、サイロ、乾草舎等  

調整・貯蔵・流通関連施設  

穀類共同乾燥調整貯蔵施設（カントリーエレベー

ター等）、選果場、農業生産用資材庫（肥料倉庫等）

等  

格納施設 農機具格納庫・農機具収納舎  

加工・販売施設  農畜産物加工施設・農畜産物販売施設  

ふん尿処理・たい肥製造・農業廃

棄物処理施設 

農業廃棄物処理施設（もみがら処理施設等）、家畜

ふん尿処理施設等  

その他農業用施設  

農作業準備休養施設（休憩施設、東屋等）、営農飲

雑用水施設その他の上記の農業用施設に該当しな

い農業用施設 

商業  

施設  

日用品店舗 
文房具店、食料品店、薬局、雑貨店、呉服衣料店、

履物店等 

ガソリンスタンド  ガソリンスタンド  

日用サービス店舗  理容・美容店、クリーニング店等  

飲食店 
レストラン、食堂、寿司店、コンビニエンスス

トア等 

事務所 税理士事務所、会計事務所等  

娯楽施設 
パチンコ店、ゲームセンター、バッティングセン

ター、ボーリング場、ゴルフ練習場等  

宿泊施設 ホテル、旅館等  

倉庫  倉庫、配送センター等  

運動施設 スポーツジム等  

観光施設 遊園地、展望台等  

駐車場・車庫 コインパーキング、洗車場等  

大規模店舗 
商業施設等のうち開発区域の面積が 3,000 ㎡以上

のもの 

工業・ 

業務  

施設  

工場１ 工場２に該当しない工場  

工場２ 
建築基準法第 48 条第８項の規定により近隣商業

地域内に建築できない工場  

研究所・事業所  
住宅、農業施設若しくは商業施設又は工場１若し

くは工場２に該当しない施設  

 備考 

  １  農畜産物加工施設とは、当該施設を設置する農業者が生産する農畜産物又は市内で生産さ

れる農畜産物の加工施設で、かつ、工場１又は工場２に該当しない施設とする。  

  ２  各施設の設置について、法令、例規等の規定により規制されている場合は、当該規制を優

先する。 

  ３  公共施設その他の公益施設の設置については、この表の規定を適用しない。ただし、公共

施設その他の公益施設を設置する場合は、本計画の趣旨等を鑑みるものとする。  
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表５  

ゾーンの名称 

 

施設の区分 

農業  

生産  

森林  

保全  

自然  

環境  

保全  

田園  

定住  

住宅  

誘導  

工業  

誘導  

沿道  

商業  

誘導  

住宅  

専用住宅  〇   〇  〇    

農家住宅 〇  〇   〇  〇    

共同住宅    〇  〇    

店舗兼用住宅 〇    〇  〇    

農業  

施設  

生産施設 〇    〇     

飼養関係施設 〇        

調整・貯蔵・流

通関連施設 
〇    〇     

格納施設 〇    〇     

加工・販売施設  〇    〇     

ふん尿処理・た

い肥製造・農業

廃 棄 物 処 理 施

設  

〇        

そ の 他 農 業 用

施設  
〇    〇     

商業  

施設  

日用品店舗    〇  〇  〇  〇  

ガ ソ リ ン ス タ

ンド  
〇       〇  

日 用 サ ー ビ ス

店舗  
   〇  〇  〇  〇  

飲食店 〇    〇  〇  〇  〇  

事務所     〇  〇  〇  

娯楽施設       〇  

宿泊施設     〇   〇  

倉庫  〇      〇  〇  

運動施設       〇  

観光施設  〇      〇  

駐車場・車庫     〇  〇  〇  

大規模店舗     〇   〇  

工業・ 

業務  

施設  

工場１      〇  〇  

工場２      〇   

研究所・事業所       〇  〇  

 備考 

  １  「〇」は、当該施設を誘導できるゾーンに付したものとする。  

  ２  農業生産ゾーンへの誘導については、農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第４

条又は第５条の規定による転用の許可を受ける見込みがあり、かつ、農業振興地

域の整備に関する法律第 13 条第２項に規定する要件を満たす場合に限る。  

  ３  ガソリンスタンド、飲食店及び倉庫を誘導できる農業生産ゾーンは、国道又は

県道の沿線に限る。この場合において、倉庫は、流通事業に係るもの（配車セン

ター等）に限る。  

  ４  大規模店舗を誘導できる住宅誘導ゾーンは、国道又は県道の沿線に限る。  

 

 


